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指定計画相談支援 

相談支援事業所つぼみ 

重要事項説明書 
 

 

 

 

当事業所では、利用者に対して障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支
援するための法律に基づく指定計画相談支援サービスを提供します。 
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本重要事項説明書は、当事業所とサービス利用契約の締結を希望される方に対 
して、社会福祉法第76条に基づき、当事業所の概要や提供されるサービスの内 
容、契約上ご注意いただきたいことを説明するものです。 

 

社会福祉法人  群馬県社会福祉事業団  

相談支援事業所つぼみ  

当事業所は特定相談支援事業者の指定を受けています。

桐生市指定  第１０３１２００２９６号（者）  
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1.サービスを提供する事業者 

名  称 社会福祉法人 群馬県社会福祉事業団 

所 在 地 群馬県前橋市新前橋町 13-12（群馬県社会福祉総合センター内） 

電 話 番 号 027-255-6270 

代 表 者 氏 名 理事長 武藤 幸夫 

設 立 年 月 昭和 47 年 6月 

 

2.利用事業所 

事 業 所 の 種 類 指定特定相談支援事業所及び指定障害児相談支援事業所 

事 業 所 の 名 称 相談支援事業所つぼみ 

事 業 所 の 目 的 利用者が持つ能力及び適性に応じて、自立した日常生活又は社会生活を

営むことができるよう、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援

するための法律に基づく指定計画相談支援を提供することを目的とす

る。 

事 業 所 の 所 在 地 群馬県桐生市浜松町１丁目３－３ 

事 業 所 の 連 絡 先 0277-46-7108 

管 理 者 狩野 大地 

主 た る 対 象 者 身体障害者、知的障害者、精神障害者、難病等対象者 

事業所の運営方針 相談支援を利用する障害者が自立した日常生活又は社会生活を営むこと

ができるよう、当該利用者の身体の状況、その置かれている環境等に応

じて、利用者又はその保護者の選択に基づき、適切な保健、医療、福祉、

就労支援、教育等のサービスが多様な事業者から総合的かつ効果的に提

供されるよう、援助を行うものとする。 

事業所の開設年月 平成 26年 11月 1日 

 

 

3.通常の事業実施地域及び営業日 

事 業 実 施 地 域 桐生市、みどり市、太田市、伊勢崎市 

営 業 日 月曜日～金曜日（国民の祝日、12月 29日～1 月 3 日は除く） 

受 付 時 間 午前 8時 30 分～午後 5時 30分 

サービス提供時間 午前 8時 30 分～午後 5時 30分 

 

 

4.職員の配置状況 

職員の配置については、厚生労働省の定める指定基準を遵守しています。当事業所では、利用

者に対して指定計画相談支援等を提供するものとして、下記の職種の職員を配置しています。 

【主な従業者の配置状況】 

職  種 常勤換算 常 勤 兼 務 非常勤 合計員数 

管 理 者  兼 

相 談 支 援 専 門 員 
1名 1名   1名 

相談支援専門員 1名 1名   1名 

相   談   員      
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【主な職種の勤務体制】 

職  種 勤務体制 

管 理 者 標準的な勤務時間 午前 8時 30分～午後 5時 30分 

相 談 支 援 専 門 員 標準的な勤務時間 午前 8時 30分～午後 5時 30分 

相   談   員 標準的な勤務時間 午前 8時 30分～午後 5時 30分 

 

5.職員の職務内容 

職  種 職務内容 

管 理 者 職員の管理、指定計画相談支援の利用申し込みに係る調整、業務の実施

状況の把握その他の管理を一元的に行います。また、職員に関係法令等

の規定を遵守するため必要な指揮命令を行います。 

相 談 支 援 専 門 員 【基本相談支援】 

障害者からの相談に応じ、情報の提供等を行い、市町村や障害福祉サー

ビス事業者等との連絡調整を行います。 

【サービス等利用計画の作成】 

障害福祉サービス等の支給決定等の申請に係るサービス等利用計画の原

案を作成します。また、支給決定等が行われた後に関係者との連絡調整

を行い、サービス等利用計画の作成を行います。 

【モニタリング】 

支給決定等の有効期間内において、利用者が継続して障害福祉サービス

等を適切に利用することができるよう、サービス等利用計画が適切であ

るか否かについて見直しを行います。また、見直しの結果に基づき、サ

ービス等利用計画を変更するとともに、関係者との連絡調整又は新たな

支給決定等に係る申請の勧奨を行います。 

相   談   員 相談支援専門員が行う業務を補完します。 

 

6.当事業所が提供するサービス 

（１）サービス等利用計画の作成 

利用者のご家庭を訪問して、利用者の心身の状況やその置かれている環境等を把握した上で、

適切な保健、医療、福祉、就労支援、教育等のサービス（以下「福祉サービス等」という。）が、

総合的かつ効率的に提供されるように配慮して、サービス等利用計画を作成します。 

 

【サービス等利用計画作成の流れ】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

相談支援専門員は、利用者の居宅等を訪問し、利用者及び家族等に面接して、利用者及び家

族の置かれている状況、利用者の希望する生活、解決すべき課題等を把握します。 

利用者及びその家族の置かれた状況等を考慮して、利用者及びその家族の生活に対する意

向、総合的な援助の方針、生活全般の解決すべき課題、提供される福祉サービス等の目標及

びその達成時期、福祉サービス等の種類、内容、量及び利用料並びに福祉サービス等を提供

する上での留意事項等を記載したサービス等利用計画の原案を作成します。 
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サービス等利用計画のモニタリングの実施 

計画の実施状況の把

握及び計画の変更等 

利用者及びその家族、福祉サービス事業者等との連絡を継続的に行いつ

つ、作成したサービス等利用計画の実施状況を把握し、必要に応じて計

画の変更、関係者との調整を行います。また、新たな支給決定等が必要

であると認められる場合には、利用者に対し、支給決定等に係る申請の

勧奨を行います。 

入所施設等への紹介

又は地域生活への移

行に係る情報提供 

利用者がその居宅において日常生活を営むことが困難となった場合又は

利用者が障害者支援施設もしくは精神科病院への入所又は入院を希望す

る場合は、入所施設等への紹介を行います。また、入所施設等から退所

又は退院しようとする利用者又はその家族から依頼があった場合には、

居宅における生活へ円滑に移行できるよう援助します。 

 

7.利用料金 

計 画 相 談 支 援 

利 用 料 

厚生労働大臣が定める基準額を支給決定市町村より代理受領します。 

なお、代理受領した利用料の額(別表｢サービス利用料金表｣による)につ

いては、利用者に通知します。 

交 通 費 通常の事業実施地域以外の地区にお住まいの方で、当事業所のサービス

を利用される場合は、サービスの提供に際し、要した交通費の実費をい

ただきます。 

通常の事業実施地域外（事業所から）1㎞あたり 30円 

 

【利用料金・費用のお支払い方法】 
利用料金・費用は、1ヶ月毎に算定しご請求しますので、翌月末日までに以下の方法でお支払

いください。お支払い方法は事業所にて現金でのお支払いになります。 
 

 

相談支援専門員は、作成したサービス等利用計画の原案に盛り込んだ福祉サービス等につい

て、介護給付費等の対象となるか否かを区分した上で、当該サービス等利用計画の原案の内

容について、利用者及びその家族に対して説明し、利用者等の同意を得た上で決定するもの

とします。 

担当者から専門的な見地からの意見を求めた後、サービス等利用計画案の内容について、利

用者又はその家族に対して説明し、文書により利用者等の同意を得た上で、サービス等利用

計画を完成し、利用者並びに福祉サービス事業者等の担当者に交付します。 

支給決定が行われた後に、支給決定等の内容を踏まえて変更を行ったサービス等利用計画の

原案を位置付けた福祉サービス事業者等の担当者を招集して「サービス担当者会議」を開催

し、計画の原案を説明するとともに、担当者から専門的な見地からの意見を求めます。 



5 
 

 

8.当事業所をご利用の際にご留意いただく事項 

飲 酒 当事業所内での飲酒はできません。また、飲酒をされた状態でのご来所

はお断りをする場合があります。 

喫 煙 防災上、喫煙は決められた場所でお願いいたします。また、決められた

場所以外では火気を使用しないでください。 

貴 重 品 貴重品については、利用者の責任において管理していただきます。貴重

品はなるべく持ち込まないようご協力お願いいたします。 

宗 教 活 動 

政 治 活 動 

利用者の思想・信教は自由ですが、他の利用者に対する宗教活動・政治

活動はご遠慮ください。 

寄 付 ・ 販 売 行 為 

文書の掲示・配布 

許可無く当事業所内で寄付金の募集、物品の販売を行わないでください。

また、許可無く当事業所内外に文書を掲示、配布もしくは回覧しないで

ください。 

 

9.利用者の記録や情報の管理、開示について 
事業者は、関係法令に基づいて、利用者の記録や情報を適切に管理し、利用者の求めがあった

場合には、法人の情報公開規程に沿って、その内容を開示します。（開示に際して必要な複写料

などの諸費用は、利用者の負担となります。） 
閲 覧 ・ 複 写 月曜日～金曜日 午前 8時 30分～午後 5時 30分 

保 存 期 間 サービス提供を完結した日から 5年間 

 

10.苦情の受付について 
窓 口 担 当 者 管理者兼相談支援専門員  狩野大地 

苦 情 解 決 責 任 者 特別養護老人ホーム菱風園 園長  大澤秀之 

受 付 日 月曜日～金曜日（国民の祝日、12 月 29日～1 月 3 日は除く） 

受 付 時 間 午前 8時 30 分～午後 5時 30分 

電 話 番 号 0277-46-7108 

Ｆ Ａ Ｘ 番 号 0277-20-7210 

Ｅ － ｍ ａ ｉ ｌ ryou-tsubomi@gswc.or.jp 

第 三 者 委 員 当事業所では、次の方に苦情解決第三者委員を委嘱しています。 

・岩崎秋雄  渋川市金井 1627-5      TEL0279-23-8975 

・忠地久美子 伊勢崎市市場町 2-1218-5  TEL0270-62-7404 

群馬県運営適正化委

員会（群馬県社会福

祉協議会） 

・所在地 群馬県前橋市新前橋町 13-12 

・TEL 027-255-6669 

・FAX 027-255-6173 

行 政 機 関 ・桐生市役所 福祉課障害福祉係   TEL0277-46-1111（内線 259） 

・その他お住まいの地域の市町村役所 障害福祉担当課まで 

そ の 他 苦情受付ボックス（ご意見箱）を事務所内に設置しています。 
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11.緊急時等の対応について 

緊 急 時 の 対 応 速やかに対応するとともに、ご家族へ連絡いたします。 

事故発生時の対応 万一事故が発生した場合には速やかに利用者のご家族、関係市町村等へ

連絡するとともに、事故に遭われた方の救済、事故の拡大防止等、必要

な措置を講じます。また、利用者に賠償すべき事故が発生した場合には、

誠意をもって速やかに損害賠償を行います。 

非 常 災 害 対 策 管理者は、防災管理者等を定め、災害事故防止と利用者の安全確保に努

めます。 

 

 

12.虐待の防止について 
事業所は、障害者虐待防止法を遵守するとともに、利用者に対する虐待を早期に発見して迅

速かつ適切な対応を図るため、次の措置を講じます。 
（１） 虐待の防止に関する責任者の選定 

責任者：特別養護老人ホーム菱風園 園長 大澤秀之 
（２）成年後見制度の利用支援 
（３）苦情解決体制の整備 
（４）相談支援専門員に対する虐待の防止を啓発・普及するための研修の実施 
（５）虐待防止のための対策を検討する委員会としての虐待防止委員会の設置及び職員に対する

委員会での検討結果の周知徹底 

 

 

13.秘密保持について 

事業所及び職員は、業務上知り得た利用者及びその家族等の秘密を保持します。また、当事業

所では、従業者であった者に業務上知り得た利用者及びその家族等の秘密を保持させるため、従

業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持すべき旨を従業者との雇用契約の内容として

います。 
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指定計画相談支援の提供にあたり、契約書及び本書面に基づいて 

□ 重要事項の説明を致しました。 

         □ 同意を得ました。 

         □ 交付しました。 

 

 令和  年  月  日 

 

             事 業 者 住 所 群馬県前橋市新前橋町１３－１２ 

                   名 称 社会福祉法人群馬県社会福祉事業団 

 

             事 業 所 住 所 群馬県桐生市浜松町 1丁目３－３ 

                   名 称 相談支援事業所つぼみ 

                   説明者              印 

 

私は、契約書及び本書面により、事業者から指定計画相談支援の提供にあたり、重要事項の

説明を受け同意しました。 

 

               利用者 住 所                     

 

 

                     氏 名                印  

 

 利用者が心身の状況等により、署名ができないため、利用者本人の意思を確認の上、私が利

用者に代わって署名を代筆しました。 

 

               代理人 住 所                                 

 

 

                     氏 名                印  

 

 

                     本人との続柄（             ）  


